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添付法令資料 1： 
 

モロッコの規制廃棄物に関する行政手続及び技術管理に係る 
2009 年 12 月 8 日付政令第 2-09-284 号（目次） 

 
 

第 1 編  適用範囲及び定義（第 1 条～第 2 条） 
第 2 編  規制廃棄物に関する行政手続（第 3 条～第 7 条） 
第 3 編  規制廃棄物に関する技術管理（第 8 条～第 22 条） 
 
 
 
 
添付法令資料 2： 
 

韓国農漁業人生活の質向上及び農漁村地域開発促進に関する特別法（目次） 
2017 年 10 月 31 日法律第 14981 号により一部改正 同日施行 

 
 

第 1 章  総則（第 1 条ないし第 4 条） 
第 2 章  農漁業人生活の質向上及び農漁村地域開発基本計画等（第 5 条ないし第

11 条） 
第 3 章  農漁業人等の福祉増進（第 12 条ないし第 19 条の 5） 
第 4 章  農漁村教育条件の改善（第 20 条ないし第 28 条の 2） 
第 5 章  農漁村地域開発（第 29 条ないし第 40 条） 
第 6 章  補則（第 41 条ないし第 47 条） 
附則 
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添付法令資料 3： 
 

労働裁判所に関するトルコ共和国法律（目次） 
2017 年 10 月 12 日付 No.7036 

同月 25 日官報 No.30221 により公布／一部を除き、公布の日から施行 
 
 
第 1 条  目的 
第 2 条  労働裁判所の設置 
第 3 条  提訴の条件としての調停 
第 4 条  保健機構に対する申し立ての義務 
第 5 条  権能 
第 6 条  管轄 
第 7 条  審理の方法及び上訴権 
第 8 条  控訴対象外判決 
第 9 条  未規定の事項 
第 10 条  失効規定 
第 11 条ないし第 37 条 （特定の法律に変更及び追加を導入する条文のため省略。） 
第 38 条  施行 
第 39 条  執行 
 
 
 
添付法令資料 4： 
 
事業実施の加速に関する 2017 年 9 月 22 日付インドネシア共和国大統領規程 No.91 

（目次） 
同月 26 日施行 

 
 

第 1 章  総則（第 1 条及び第 2 条） 
第 2 章  第 1 段階 
 第 1 節  職務単位（第 3 条） 
 第 2 節  国家の職務単位（第 4 条ないし第 7 条） 
 第 3 節  省／機関の職務単位（第 8 条ないし第 10 条） 
 第 4 節  州の職務単位（第 11 条ないし第 13 条） 
 第 5 節  県／市の職務単位（第 14 条ないし第 16 条） 
 第 6 節  特別経済区における事業許可の加速（第 17 条ないし第 19 条） 
 第 7 節  自由貿易区及び自由港における事業許可の加速（第 20 条ないし第 22

条） 
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 第 8 節  工業団地及び国家観光戦略区における事業許可の加速（第 23 条ないし

第 25 条） 
 第 9 節  特別経済区、自由貿易区及び自由港、工業団地並びに国家観光戦略区外

における事業許可の加速（第 26 条及び第 27 条） 
第 3 章  第 2 段階 
 第 1 節  事業許可に係る規定の改正（第 28 条ないし第 30 条） 
 第 2 節  電子的な統合事業許可システム（オンライン単一申請）（第 31 条ないし

第 34 条） 
第 4 章  事業許可に係る監督及びサービス実績評価（第 35 条及び第 36 条） 
第 5 章  行政制裁（第 37 条及び第 38 条） 
第 6 章  雑則（第 39 条） 
第 7 章  経過規定（第 40 条） 
第 8 章  終則（第 41 条） 
 
 
 
添付法令資料 5： 
 
工事建設施工における労働安全管理に関して定めるベトナム建設省の通知（目次） 

2017 年 3 月 30 日付第 04/2017/TT-BXD 号通知／17.05.15 施行 
 
 

第 1 章  総則（第 1 条ないし第 3 条） 
第 2 章  工事建設施工における労働安全管理（第 4 条ないし第 9 条） 
第 3 章  建設施工において使用する労働安全に関して厳格な要求のある機械、設備

及び物資に対する管理（第 10 条ないし第 16 条） 
第 4 章  工事建設施工において労働安全の喪失を引き起こす事故の申告、調査、報

告及び解決（第 17 条ないし第 21 条） 
第 5 章  実施の組織化（第 22 条ないし第 24 条） 
 


